八幡東区いきいき21推進協議会
令和7年度「健康づくり事業に係る助成」について

１ 助成の目的 
 生活習慣病予防、認知症・フレイル予防などについて地域の健康づくりの取り組みを支援することにより、地域住民の健康の保持・増進、介護予防につなげていくことを目的とします。

２ 助成内容
（1）助成対象団体
八幡東区いきいき21推進協議会の構成団体及び非営利である八幡東区の地域団体
（2）助成対象事業
　 　　生活習慣病予防、認知症・フレイル予防、健康づくりに関する取り組み
　　　　実施例：運動・栄養・口腔機能向上教室、認知症や健康づくりに関する講演会・講座、啓発活動、支援者向け学習会など
　 （3）対象経費
講師謝礼、文具等の消耗品、材料費、印刷費、郵便代、保険料、施設利用料、機材貸借料、参加記念品代等を対象とします。
＊以下の経費は対象外する
　　　　　　食糧費 (例：講師の弁当代など)
備品（単価50,000円を超える物品）に対する助成金の充当
(4)助成額
　　 1団体あたり上限15,000円　（予算の範囲内で20団体程度の助成を予定）

3 申請書等の作成・提出
（1）必要書類
健康づくり事業に係る助成金交付申請書(様式1)
口座振込払依頼書(様式2)
※通帳の表紙及び１頁見開き部分のコピーを添付してください
委任状(様式3)　　※代表者と口座名義人が異なる場合

(2)申請期間
令和7年8月1日(金)から令和7年8月22日(金)まで（必着）

　　（3）申請書内容の確認
　　提出された申請書は事務局で確認し、事業計画や収支に不備がある場合には補正を依頼します。


4　助成金交付団体の決定
募集期間終了後、事務局にて提出された申請書の内容を審査し、助成金交付の可否等を決定します。応募多数の場合は審査基準により、審査会構成員による採点を行い、予算の範囲内で対象団体を決定いたします。なお、事業目的を逸脱するものに関しては助成対象外とします。

5 実施期間　　
助成金の振込以降から令和8年2月27日(金)まで

6 実績報告
　　(1)実績報告に必要な書類
　　　　 健康づくり事業に係る助成についての事業報告書及び収支決算書(様式６)　
領収書原本※１
　 事業実施の写真等
※１添付する領収書について、宛名が申請団体名でないもの、品名が記載されていないものは助成対象となりません。また、入金日以降の支払いが対象となります。

　(2)提出期限
　　　　　事業実施の翌日から20日以内に提出。
事業報告書及び収支決算書、その他の資料に基づいて助成額を確定します。実際に支払った額が交付額を下回った場合には、差額を戻入し精算してください。
　
７　その他
　　（1）申請書等の様式や、審査基準は、八幡東区いきいき21推進協議会ホームページhttp://www.ikiiki21.com/　に掲載します。
（2）　北九州市暴力団排除条例第６条の規定に基づき、事業を実施する団体が以下に該当する場合は、補助金交付の対象としません。
ア　 北九州市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（ウにおいて「暴力団」という。）と認められる場合
イ　　北九州市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（ウにおいて「暴力団員」という。）が役員となっている場合
ウ　　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
　（3）会長は補助金の交付に必要な範囲内において、関係機関への照会を実施する場合があります。
【提出先・問い合わせ先】
八幡東区いきいき21推進協議会　健康づくり専門部会
[bookmark: _GoBack]事務局：八幡東区役所保健福祉課（担当松岡・吉野）　
住所：〒805-8510　八幡東区中央一丁目1番1号
                　　　　　　電話：671-６８８１
